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中央社会保険医療協議会 診療報酬基本問題小委員会 (第 143回 )

議事次第

平成 21年 10月 30日 (金 )

於 九段会館

議 題

〇 小児医療等について

○ 病院勤務医の負担軽減について

○ その他



今後の主な検討項 目例について (メ モ )

○ 前回改定の実施状況や検証部会における検証結果、これまでの中医

協や社会保障審議会における議論の状況等を踏まえると、今後検討を

進めていくこととなる主な項 目としては、例えば、以下のようなもの

が考えられる。

【今後の主な検討項目例】

救急医療、周産期医療、小児医療、勤務医の負担軽減、初“再

診料、入院料、DPC、 チーム医療、リハビリテーション、在宅

医療、訪問看護、がん医療、認知症対策、精神医療、感染症対策、

医療安全、歯科診療報酬、調剤報酬、医療技術の適正評価 (手術

料等)、 後発医薬品の使用促進、後期高齢者医療制度に係る診療報

酬、明細書

○ なお、上記の項 目は網羅的なものではなく、今後の議論等を踏まえ、

適宜追加 していくことを前提としている。

等



小児医療等の評価

第 1 小児医療体制について

小児医療体制については(都道府県において小児医療圏域ごとに少

なくとも一箇所の小児専門医療を取 り扱う病院を確保することを目標
に、既存の医療機関相互の連携や各事業の効果的な組合せ等によつて、 ・
地域における小児医療の連携の構築を目指す観点から、医療計画が策
定されている (参 考資料 P十 )。 2      

・

また、小児の救急医療体制についでは、初期救急及び一般的な小児

医療については、在宅当番医制や休日夜間急患センターが地域ごとに

整備され、専門医療又は入院を要する小児救急医療については、輪番
制で医療機関を確保する小児救急医療支援事業、より広域的には小児
救急医療拠点病院が整備されてきた (参 考資料 P2)。

3    .

第 2 現状と課題

1 平成 5年から平成 17年 までの間に、小児科を標榜 している一般病

院は 22%減少 (4,026か ら 31154)、 診療所は 7.5%減 少 (271370か
ら 25,316)し ている。また、小児科医の数は、平成 6年から平成 18

年までの間に 13,346人 から 14,700人 と約 1:350人 増加している(参

考資料 門ァ■)。

341テ             ,
2.小児の救急外来受診者の多くは軽症者で、その受診理由も様々で
あり、保護者の不安を軽減して軽症者の受診を減 らす目的で小児救
急電話相i人 事業 (#8000)が実施されている (参 考資料 P・5-8・ )。 6～ 1

診察の結果、入院を要する患者の割合は低いものの、多数の受診
者に対応する必要があり、医師の負担軽減や重症者への迅速な対応
を目的として、地域における小児救急患者の集約化や病院内におけ
る優先順位付け等の取組が行われている (参考資料 P044「 )。

10-15    ・

3 わが国における救急搬送のうち、小児については軽症・中等度が

増加 している。(参 考資料 PI十■0
1t,17

4'わが国における乳幼児死亡率は世界的にも低い状況であるにもか
かわらず、 1～ 4歳児死亡率は相対的に高く他の国と異なる状況に
あり、重篤な小児患者を受け入れる医療体制の整備が課題となつて
いる (参 考資料P― )。

IP・～メζ

第3 現行の診療報酬上の評価の概要

1 平成 20年度診療報酬改定において、地域の小児医療の中核的役

割を果たす医療機関のうち、手厚い人員配置により高い水準の医療

が提供されている医療機関について、新たな区分を設定 して評価を

行つた。

A307 小児入院管理料 (1日 につき)

1_小 児入院管理料 1 _  4.500点

2 小児入院管理料 2   3,600点
3 小児入院管理料 3   31000点
4 小児入院管理料 4   2,100点

新

届出医療機関数

(上 段 :医 療機関数/下段 :病 床数 )

平成 18年 平成 19年 平成20年

小児入院管理料

,特 定機能病院以外の病院で小児

科をlH榜 している病院

・医療法施行規則11定 める医師の員

数以上の配置 等

・常勤医師数、平均在院 日数及び看

設配置等に応じて1～ 4に区分

1

2,704

1 1 2
9,166 71980

2 2 3
329

91029

3
105

3



2 また、小児救急医療に対する評価として、小児科を専ら担当する

地域の医師との連携により、特定の医療機関に小児科の診療を行う

医師を集めて夜間、休日又は深夜に小児の診療が可能な体制を確保
することについての評価の引き上げを行つた。

3 さらに、患者 を救急用の自動車やヘリコプター等で保険医療機関に搬

送する際、診療上の必要か ら、当該自動車等に同乗 して診療を行 うこ

とを評価 した救急搬送診療料の評価の引き上げを行 つた。

0004救急搬送診療料

改定前 平成20年 改定後

650点 1,300点

6歳未満の乳幼児に対 して行 つた場合 150点 加算

4 診療報酬上、小児に関する評価 として、初再診料、入院基本料、

手術等において小児加算を設けて評価 している。

A000 初診料    6歳 未満の手し幼児の場合 72点 を加算

A001 再診料    6歳 未満の乳幼児の場合 35点 を加算
A002 外来診療料

A208 乳幼児加算・幼児加算 (1日 につき)

1 乳幼児加算

イ 病院の場合 (特 別入院基本料を算定 しない場合) 333点
, 日 病院の場合 (特 月1入院基本料を算定する場合)  289点

ハ 診療所の場合                 289点
2 幼児加算

イ 病院の場合 (特 別入院基本料を算定 しない場合) 283点
口 病院の場合 (特 別入院基本料を算定する場合)  239点
ハ 診療所の場合                 239点

K 手術            _
3歳未満の乳幼児に対 して手術を行つた場合所定点数の 100分 の 100を 加算

B001-2-2 地域連携小児夜間・休 日診療料

改定前 平成20年 改定後

1         300点

2       450点
1

2 畦鴫一
届出医療機関数

(上 段 :病 院数/下段 :診 療所数 )

平成 18年 平成 19年 平成 20年

地域連携小児夜

間・休日診療料

・当該保険医療機関を主たる勤務

先とする小児科担当医師と別の

保険医療機関を主たる勤務先と

する小児科担当医師との連携体

制 等

・医師の配置、24時 間診療体制

の有無に応じて1及 び2に 区分

1

252

3 3



第 4 論点

1 小児入院管理料 を算定する医療機関について、小児救急医療等の

病院の果た している役割に応 じてきめ細か く診療報酬上で評価する

ことをどう考 えるか。

2 小児の初期救急について、地域 の医師が参加することによ り病院

勤務医師の負担 を軽減する取組の診療報酬上の措置について どう考

えるか。

3 保護者の不安等による時間外の軽症受診患者に対する診療報酬上

の措置 についてどう考えるかどまた、多数の受診者か ら、緊急度の

高い受診者 を優先 して治療する体制に関する診療報酬上の評価につ

いてどう考 えるか。

4 重篤な小児患者の受け入れ体制 を確保する観点か ら、超急性期の

小児の救命医療やそれに引き続 く急性期の小児専門の集中治療が行

える専門医療機関の診療報酬上の評価についてどう考えるか。また、

患者搬送等 も含めた医療機関間の連携体制 に関する診療報酬上の評

価について どう考えるか。

5 小児に対する手術等の診療報酬上の加算についてどう考えるか。

⑤



救命救急センター (218カ 所 )

・小児救急医療支援事業(143地 区)

・小児救急医療拠点病院(30カ 所(62地区))参考資料

小児救急

小児科を標榜している施設数
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0

平成11年  平成14年  平成17年

出典〉医療施設{静態・動態)調査。病院報告 4

平成20年3月31日現在

O地 域小児医療センターでは対応が
困難な高度な専門入院医療の実施

024時間体制での小児の救命救急医

・    0◇小児医療センター   _
【入院小児救急】

O入院を要する小児救急
医療の24時間体制での子緊

8摯

i[
【小児専門医療】

O一 般小児医療を行う機関では

0初 期小児敷なの実施

O生 活の場(施設を含む)での療養・療青が必要な小児に対する支援

平成5年  平成8年  平成11年  平成14年  平成17年

27370-聖
一 型

~25862~25318
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1     小児科医師数の推移     |
口病院 ■診療所         ・

月` 児 竜 語 相 祓 栗 積 十ヽ 成 16年度 ～ 十 灰 18年度 r6戦リ

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
16年度

13都道府県
34,162件

平成10  平成12  平成14  平成16 平成18

出典)医師・歯科医師・薬剤師調査

小児二次救急医療機関を訪れる90%以上は軽症者

東京都の小児二次款急施設における患者数

日入院患者

■入院を要しなかつ

た患者

来脇患者総数       25ら 574人

うち入院を要しなかつた●者数 Z2090人 (944%)

17年度

26都道府県
99,968件

18年度

33都道府県
141,575件

(注 )電話相談を受けた小児科E.■饉師等による回答ぶりについて集計したものであって、実際の受療行動ではない。

出典 :厚生労働省医政局指導課欄ベ
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出典:平成20年度東京都休日・全夜間砂療事彙(1ヽ児科)実績報告

厚生労働科学研究「Jヽ児救急医療における患者・家族ニーズヘの対応策に関する研究」平成17年度総合研究報告書より 3



厚生労働科学研究「小児救急医療における患者・家族ニーズヘの対応策に関する研究」平成17年度総合研究報告書より ,

トリアージ区分 ※ PTAS―NCCHD

PTAS‐NCCHD:Pedね tJc Triage and Acuity Scal← Na●ona:Centre● r ch‖d HeaLh and Deve!opment

※国立成育医療センターが作成した小児のトリアージガイドラインによる

小児救急医療における看護師のトリアージの有効性
|

(甲辛専亨医療キィタ丁)       _   |

・ 対象 :2002年 3月 ～2005年 3月 までの37か月間に当セン
ターの救急センターを受診した114′ 704名 の患者

・
召湾だ夏見発葬ぎ

を受け讐麹甑がガイドラインに基づき

通常時間帯に受診できない理由(複数回答)
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小児救急トリアージ(ィメージD

トリアージ緊急度区分別

割合卜11■704}・ 蘇生

入院

CPTAS※

4396  11% 0。

屁 ‰ ‰ 協 精

参考:目立成青医療センターホームページ及び東京都福祉保健局「4ヽ児救急トリアージ普及事業」資料をもとに作成
10

0トロント小児病院におけるトリアージシステ
ムと遜色がなくCPTASが推奨する基準を満たして

饉
出典:清水直樹他:4ヽ児敦急医療体制充実化のためのトリアージ・システムの有用性の検討、日本小児科学会雑誌、109(11)、

1319‐ 1329、 2∞5

生命または四肢・臓器の危急的状態で、ただ 直ちに
ちに診察口加療を要する

生命または四肢・臓器が危急的状態に陥る  15分
可能性が高く、早急に診察・加療を要する  以内

生命または四肢・臓器が危急的状態に陥る  60分
可能性があり、比較的早くに診察・加療を要  以内
する

生命または四肢・臓器が危急的状態に陥る 120分
可能性がその時点で強く見出せず、診察を  以内
急ぐ必要性がない

〆寡ヽ
＼[卜

緊ブ
ロトリアージネ実

"

■直接入隧



トリ/― ン ン ス ア ム の 有 用 糧

(国立成育医療センター)

対象 :看護師、救急医、研修医、看護研修生 各5名

方法:救急医が作成した30症例のケースシナリオに対し
て、1症例3分以内でトリアージ・ケーススタディを2回実施
(2～ 3週の間隔をあけ、同様の30症例を使用)

トリアージシステムの評価②
間 :「小児救急外来における看護師によるトリアージシステムについて、

ご自由にご意見をお書きください。」

※保護者からの多かつた意見を集約し、肯定的意見と否定的意見に分け、頻度の多い順に示した

出典:野末裕紀他:患者側からみた小児救急外来におけるトリアージシステムの評価、日本小児科学会雑誌、113{6)、 954958、 2∞9

救急出場件数及び搬送人員の推移

トリアージを実践し
ている   救急の診療に

(トリアージの平均  携わる
経験年数2.8年 )

饒 輔
|

1平均臨床経験年数 (年 )

1正解割合(%)1回
目

1      2回 目

9.4」ヒ5.32

82.0

83.3

7.8」ヒ4.09

87.3

92.0

1.6=LO.55    8.8=L3.27

75,3         72.6

76.6         75.3

※ 4集団のそれぞれの検者間一致率は、1回 目、2回 日ともに0.9以 上

出典:伊藤籠子他 :4ヽ児敦急医療における看籠師のトリアージの有効性、平成17年度日本看饉協会看饉政策研究事業委託研究『小
児救急医療における看饉師のトリアージの有効性に関する研究J研究報告書、2006                     13

トリアージシステムの評価①
2007年 8月 ～2008年 3月 の時間外 (平成18時以降と休日全日)の 内科系小児救急外来を
受診し、トリアージが行われた15歳 以下の患児の保護者 (1,438人 )へのアンケート調査

問 :「看護師に判断された緊急度 (蘇
生口緊急・準緊急・非緊急)につ
いて、どう思われましたか ?」

問 :「緊急度により診察の順番が繰
り上がるこのトリアージシステム
は、どう思われますか ?」

|■ 賛成

■どちらともい
|

えない

瘍反対

♂

メざ
■妥当な判断

である

日もつと緊急性
があるように
みえる

。それほど緊急
性はないよう
にみえる

■無回答

n=1′ 281 n=1,281

1巳無回答

113{61、 954‐ 958、 2009

14
r救急・救助の現況」(総務省消防庁)

(注)1
2

平成 10年以降の執急出●件微及び搬送人員につい てはヘ リコアター出場分を含L
各年とヽ 1月 から 12月 tでの0僚である.

16

・理にかなった当然のシステムであり、他の病院にも広めてほしい    18
・順番を抜かされて不快感は否定できなかったがt次に緊急度が高
かつた場合には優先して診察を受けられるため賛成         14
・医師の診察の前に看護師と話せることで親に安心感をあたえる    13
・こどもの病状を判断する上で、親自身の知識、教育にも役立つ     5

・看護師の判断が適切になされるのか不安             lo
・トリアージにより待ち時間があまりに長くなるようなら反対       7
・トリアージ基準に同伴者の事情なども考慮すべき           5
・きわめて緊急度が高いときだけに限定すべき            2

出典:野末裕紀他:患者rJからみた小児救急外来におけるトリアージシステムの評価、日本小児科学会雑誌、



lo年間の救急搬送人員の変化 (年齢・重傷度別) 新生児関連疾患が1-4歳児死亡に与える影響

Jヽ児

(万人)

02005年、2006年の新
生児死亡数 (2954例 )

に134例を加え、1-4歳

児死亡から減じる、と、

新生児死亡率の上昇
1.3-→ 1.4

乳児死亡率の上昇
2.6-→2.7

1～4歳児死亡率の減少
24.6→23.1

1-4歳 児死亡率の国際比較
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平成9年 中

全体 小 児 威 人 高齢者

■鹿 10万人 13`万 人 240万 人

中等掟 85万人 577万人 514万人

軽症 232万 人 1057万 人 334万 人

「教急・薇助の現況J(総務省消防庁)のデータを基に分析したもの

1～ 4歳児の死亡率の国際比較

O我 が国は、乳児死亡率は低いにも関わらず、1-4歳児死亡率は高く、他の国と異なる
状 渉llこあ る 。   ※ 乳児死亡率(生後1年未満の死亡の出生1,0001こ対する比率)

乳児死亡率と1-4歳 児死亡率の関係 1-4歳児死亡率の国際比較

→

出典)厚生労慟科学研究「新生児関連療患が我が■の幼児死亡に与える影響」キ
任研究者 池田曽明(目立

"環
薔輌センター) 19

1～ 4歳児の死亡原因 (基礎疾患の認められない児)

基礎疾患の有無別死亡率
基礎疾患のない児の死亡原因

FP 腎疾患その, 盛ュ庁

‘

“

３５

“

”

１
～
４
蔵
死
亡
率

乳児死亡率〈対1∞o出生)

全体
小児

(18歳未満)

威人

(18農～64康 )

高齢者

(65彙 以上 )

重症

1.2万 人

0.7万 人減

13.0万 人

2.5万 人減

-1696

32.0万 人

7.0万 人増

+3196

中等症

10万 人

15万 人増

+17%

633万 人

66万人増

+9%

107.2万人

550万 人増

+100%

経症

37.3万 人

91万人増

+32%

133.9万人

202万 人増

+20% ・・万人鳳
協

３２

４０

＋

突然の心

詳の死

で半年以上の慢性疾患及び不詳の死亡を除いた例 ~五
鯖鼈 癬激翻` だ靴喩

0      1      2      3      4      5      6      ,      8      9     10

出典)厚生労働科学研究「新生児関連疾患が我が日の幼児死亡に与える影響J主任研究者 池田智明(日立籠環彗病センター)18 出典)厚生労働科学研究r全国1～ 4繊児死亡小票から見た我が日の小児菫建●者E籠体IIの問題点」分担研究者 阪井裕― より作成  20



1    1～ 4歳児の死亡原因 (外因死)   ‖

死因別割合
外国死における死因別割合

交通事故
19%

検索不可、

すべての■篤な小児救急患者が地域において必要な救命救急医療を受けられる体制について検討

1.小児款急患者の搬送と受入体制の整備

・改正消防法に喜づき都道府県に設置する協議会に
小児科医も多加し、

雌

・消防機関が小児教急患者の緊急度や症状等を確認
するための魯準を策定

・ドクターヘリ等を活用し、

―

を構築

・小児救急患者の受入体制を医療計画に明示し、生ニ
山

明

1096

その他の不

慮の外国死 中毒
4%    096               8%

出典)厚生労働科学研究r傷 害による死亡情報の収年内容についての検討J分担研究者 山中 1日宏 より作成

“不慮の事故"の死亡率における独立の日CUり
有無で別けた地域差について(人口10万対)

(日 本集中治療医学会雑mvo:14、 pp 53-56、 2007)

転倒・転落
6%

及

の

他

傷

の

負

そ

び
病死

び自然

死

70%

41朧麟弊需
'「

彎里1鶴醐
11

2.発症直後の■富な時期く超急性期)の載命載急医療を担う体‖の整備

・基本的に、■杢
。その上で、小』塵饉■uヒ望凶出田田出出触塑性E壺2日歯自L亀

=2L=也
四國□□白陸」目出田自について、「超急性期」の小児の

救命救急医療を担う医療機関として位置付け、少なくと切団山田鷹Ш出ヨロロロロヒョ国田臼Lu』也』Ш鵬日目目M壼壺菫血菫ユ
47・J々―●′:、 :口菫円由諄.山越由諄l■ rハ疇鮨l●2●●47ラ _々`信摯ヽ レ:_7仏菫か守

“
ヽ

・小児の救命救急医療を担う医療機Haに求められる機能は、                、

(小児救急専門痛床の設置、本院の小児科等との連携が必要 )

・r超急性期」を脱した小児救急患者に」出鵠Lの出虫差壼」趾■

“

団■出囲Uロロ勁J饉」■■也』■也盪Jコ渥出いく必要
・」L』  lg22ヒ gロロ|ロロロコ|』 LI`自Ш虫」 自口自uLJ聖う』 EttEコ L口塵1田日|口uLI口虚
・地域全体で、病院前救讀から、「超急性期」「急性期」を経て、在宅医療を含む「慢性期Jにいたるまでの医療提供体制を一体的に整備

23

0‐ 4歳 5‐ 9歳 10‐ 14歳 14歳以下全て

PICU・
有る地域

8.4±」5 4‐6J.9 3.1±2.1 6.5JL4.3

PICU*
無い地域

11。 7」L6.6 6.413.8 4.242.4 8.0‐卜5.9

統計的
差異 Pく0.05 Pく 0。05

NS Pく0。01

十Plcu(小 児集中治療室)は小児専門のICUで ある。
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病院勤務医負担軽減策①

第 1 病院勤務医の状況

1 病院勤務医数は増加しているが、診療科別で見ると産婦人科・外科等で

減少が見られる一方 、リハビリテーション科 、麻酔科等で増加 している。

(参 考資料 P4,5)

2産 婦 人科 、外科 医師数が減少傾 向にもかかわらず、手術件数、帝王切

開件数は増加傾 向にある。(参 考資料 P6)勤 務状況に関して、1年 前と比

較 して改善した・どちらかというと改善したという回答が 139%、 悪化した・ど

ちらかというと悪化したという回答が 359%で あった。(参 考資料 P7)

3病 院勤務医の勤務時間は救急科 (74.4時 間 )、 外科 (650時 間 )、 産科・

産婦人科 (63.9時 間 )で長くなっており、当直回数は救急科 (548回 )、 産

科・産婦人科 (451回 )で 多くなっている。救急科においては、他科と比較

して、当直後に仮眠をとれる等の配慮がなされていた。(平 成 20年 度検証

部会調査「病院勤務医の負担軽減の実態調査」より)(参 考資料 P8-13)

4医 師が負担が重いと感じる具体的な業務としては、書類作成等の業務を

あげる声が多かった。これらについて、医師事務作業補助者の導入によっ

て負担の軽減が見られた。(参 考資料 P14,15)

5勤 務医の負担軽減に関して、多職種による詳細な勤務医負担軽減計画

の作成、交代制勤務の導入といった独 自の取組みを行つている医療機関

も見られる。(参 考資料 P19-36)

第2現 状と課題

1 病院勤務医の負担軽減について、診療報酬上、勤務医の負担軽減のた

めの対策を取る病院の評価や、医師事務作業補助者の配置の評価を行

つた。また、医政局補助金により、分娩手当や救急勤務医手当、女性医

師支援等の施策が行われている。(参 考資料 P16)

2医 師事務作業補助者について、医師数当たりで見ると医療機関によって

配置状況にばらつきが見られる
`臨

床現場の状況に応じた適切な医師事

務作業補助者の配置が求められている。(参 考資料 P17,18)

第3診 療報酬上の評価

平成20年 度診療報酬改定において、入院時医学管理加算、医師事務

作業補助体制加算、ハイリスク分娩管理加算の要件に病院勤務医の負

担軽減策の策定・周知を位置づけた。これは、診療報酬の性質上、直接

勤務医に配分することができないため、間接的な手法をとつたものである。

A200入 院 時医学管理加算 (1日 につき、14日 を限度 )

A207-2 医師事務作 業補助体制加算 (入 院初 日)(Ξ)
25対 1補 助体制加算  355点
50対 1補 助体制加算   185点
75対 1補 助体制加算  130点
100対 1補 助体制加算  105点

120点

A237ハ イリスク分娩鯉 加算 0日 に力 ①

改定前 平成 20年 度改定後

1,000点 2,000点

届出施設数

平成 19年 7

月 1日

平成 20年 7

月 1日

平成 21年 6

月 1日

入院時医学管理加算

医師事務作業補助体制加算 1,056

(内 )25対 1

(内 )50対 1

(内 )75対 1 230

(内 )100対 1 244

ハイリスク分娩 管理加算 623



第4論 点

1 診療報酬による対応に一定の限界がある中で、医師や従事者の待遇の

向上について、診療報酬上の評価をどのように考えるか。(勤 務状況や報

酬 )

2病 院勤務 医負担軽減のための実効性のある計画を策定周知するため

の方策について、診療報酬上どのように考えるか。

3臨 床現場の状況に応じた医師事務作業補 助者の配置についてどのよう

に考えるか。



病院勤務医の負担軽減のための考え方 ‐ヨ
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」f(1リ 入院時医学管理加算

医師事務作業補助体制加算
ハイリスク分娩管理加
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病院勤務医負担軽減策①
(参考資料)
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病院診療科別医師数の推移

○病院に勤務する医師数は全体でみると増加している(H.212万 9千人→H.1816万 8千人)

○病院に従事する医師数を診療科別にみると、リハビリテーション科、麻酔科において
医師数の伸びが大きい。

豊a勝雰名担う医療機関との入院   鷲落需需:3菫電電ヲLょる訪間看饉 策彙2策筆雰雰
『

介饉サービス



→ ―皮膚

“

○勤務状況について、35.9%の 医師が「悪化した」「どちらかというと悪化した」と回答した。
○業務負担の変化について、入院診療、外来診療、診療外業務のいずれについても変わらな
いが5～ 6割で最も多く、次いで、増加したという回答が多かつた。

1年前と比較した業務負担の変化(N=6616}

■改善した 0どちらかというと改善した 口壼わらない ●どちらかというと薔化した ●菫化した ●その他 口無回答

1年前と比較した

膚院内の鰺薇外棠籍

“

  3嗜   0“   50/  60X  70X  8“   9“   10嚇

■軽減した 0壼わらない 。増加した 0無回答

(平成20年度 検証部会調査「病院勤務医の負担軽減の実態調査」より作成

|

|

|

平成18年 3月 医師需給に係る医師の勤務状況調査

回答医師数 (病院常勤医師:6660人、無床静療所医師:473春 )

D ttIF絆
鍬認‖ご鶴翻漱指:続霜

鶴・・アレ′レ■―お、リウマチ科、籠内
“■綽格…・■■

“

.41饉 14

=ら
いんこう絆 ・̈■■いんこう■.薫督食遺14

お凛

“

審 ・̈●凛●■.性■●、こう円

“

(出 典)医師・歯科医師・藁剤師調査

一般病院における手術件数等推移

3000∞ 275∞
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♂
ポ

ー 鶴 鮮  (献孵 は瞼く)

一 人工0肺を用いた手術

一 分娩(正常分娘を含む}

―… 1日 平均新入院患者政

♂ .〆
4鵬 頭手術

…
…

輸

― 帝罰 鵬 踊  (再掲)
♂♂ 〆 〆 〆 〆

。新入院患者数は各年間の患者数 (病院報告)

・ 全身麻酔・手術実施件数は9月 中に一般病院で実施した件数(医療施設調査)

・ 外科医師数は、外科・脳神経外科・呼吸器外科・心腱血管外科・4ヽ児外科の医師数の合計。

//

/
/

二正三∠ 17~千 ~

「医師需給に係る医師の動務状況調査』による医師の勤務時間

※業務時間とは、医師が医療機関において過ごす時間のうち、診療、教育、他のスタッフ等への教育、その他の会餞等の時間

※滞在時間とは、業務時間に加え、休憩時間.自 己研修、研究といつた時間も含む医療施設に滞在する時間

査 )

(医師・歯科医師・薬剤師鴫



医師の勤務時間、当直回数

○医師の1週間当たりの実勤務時間は平均61.3時間であつた。特に救急科でフ4.4時間と
長い傾向が見られた。
O医師の平均当直回数は2.78回 /月 であつた。小児科3.48回 /月 、産科・産婦人科4.51
回/月 、救急科5.48回 /月 と、これらの科では特に当直回数が多かつた。

診療科別直近1週間の実勤務時間
診療科別平成20年 10月 lヶ 月の当直回数

Ｏ
ｏ
Ｏ
中小児科

内科

整移外科

その他

無回害

精神科

全体

宙 t■ 1■田 め 虫 饂 路 腱 Rnめ 谷 お ′会 は ぃ_`",ヽ

0  200 4∞  61X1 800 1.0∞ 12∞

⑩

― 小児科 (n・ 209)

日神経外科 (nⅢ 156)

外科(nⅢ 299)

精神科 (n■ 7)

内科 (n・ 498)

その他 (n・ 609)

書    整移外科 (n=241)

全体 (n・ 2333)

(平成20年度 検証部会調査「病院勤務医の負担軽減の実態調査」より作成)

日常業務において負担が最も重いと感じる業務

○日常業務において最も負担が重いと医師が考える業務は、当直業務であつた。
○連続当直にならないような配慮は77.0%で なされていたが、当直翌日に仮眠をとれる配慮は
がされているのはlo.9%、 当直翌日に早く帰れる配慮がされているのは19.4%であつた。

日常業務において負担が最も重いと感じる業務

●入腕F療   外来鰺農 口当菫  ■院内における敏曹 指導 ●綱餞内の鰺薇外彙籍   その他 ●無口答

当直後の配慮

連続当直にならない配慮がされている

当直翌日は仮曖をとれる配慮がされている

当直翌日は早く帰れる配慮がされている

●はい 口いいえ 0無回答                        11
(平成20年度 検証部会調査「病院勤務医の負担軽減の実施調査」より作成

当直後の配慮

○救急科、外科、産科“産婦人科についてみると、救急科では当直が負担という割合が44.0%
と他科と比較して大きいが、翌日の仮眠等の配慮も比較的なされている。
○外科においては、入院診療の割合が26.2%と、比較的大きくなつている。

当直後の配慮

遠根当直にならない配慮がされている

当直翌日は債眠をとれる配慮がされている

当菫菫日は早く帰れる配慮がされている

連織当直にならない配慮がされている

当壼翌日は仮眠をとれる配慮がされて

当菫壺日は早く||れる配慮がされている

磁
　
　
―
Ｉ
Ｌ　̈‐‐一

1産
11童努介科b目

遠犠当直にならない配慮がされている

当直翌日は仮眠をとれる配慮がされている

当直翌日は早く帰れる配慮がされている

“

     2“

日入院静療
●当直
●病院内の惨療外業務

“
無回答

外来鰺療
●院内における戦曹 指導

その他 12   .

(平成20年度 検血部会調留船 虚勁蹴 L8倒 騒軽減の実態調査」より作成

診療科別医師の勤務時間

○医師の1週間当たりの実勤務時間は平均6¬ .3時間であつた。勤務時間区分別にみると、
60時間以上70時間未満/週を勤務している医師が最も多かつた。救急科では100時 間/週以上
勤務する医師が15%であつた。

宙 iF l硼 出 め 壼 働 路 鮨 間 の 0ホ r針 魚 俎 内=olヽ

10時間未満

10時間以上20時間未満

20時間以上30時間未 l●

30時間以上40時間未満

40時間以上50時間未満

50時間以上60時間未満
60時間以上70時間未満

,0時Fa以 上30時 間未満

80時間以上90時 間未満

00時間以上100時 間未満

菫近1週間の実勤務時間の分布(外科n=638)

40時間以上50時間未満

50時間以上60崎蘭未満

60時間以上70時間未満

70時間以上80時間未満

80時間以上00時間未満

00時間以上1∞時間未満

20時 間以上30時間未満 03
30時間以上40時間未満 □ 3

60時間以上,0時間未満       ‐        78
70時間以上oo時ra未満

-67

30時 間以上00時間未満 ~30
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O当直明けの手術への参加が「いつも」あるいは「しばしば」あると回答した医師は59%であつ
た。40代以下の医師に限ると70%以上に上る。

■いつもある
日しばしばぁる
□まれにある

:当詈盟Z臓言撃格寒じ

図表 167実施している業務分担の効果
～〇じ断書、惨薇録・処方せんの

“

載の補助～

1∞対ユ補助体制

カロ算 (n=170)

75対1補助体覇

加諄 (o・ 187)

"対
1補助体制

カロ菫 (nⅢ228)

25対1補働体制

加諄 (n=ョ 1)

1∞対1補勘体

7S対1補助体制

"対
1補助体制¨

25対 1補助体劇

●効果があつた

●どちらともいえない

●効果がなかった

loO対1補助体税

加舞 (n・ 143)

75対1補助体制

カロ

"(n8135)50対1補助体制

カロ算 (n・ 173)

25対 1補助体制

DO"(口・ 20)

口無回害

勤務医の
勤務体系

0% 20% 40% 60% 80%
(日 本外科学会 アンケート調査

―¬
0具体的な業務では、

O診断書の記載等の事務作業に関する業務分担の進捗状況は29.4%であった。検査等の説明に関し
ては11.0%と低かった。

医師にとつて負担が重いと感じる具体的な業務と彙務分担を進めたもの (医 師のみ n■ 227)

100%
1より )

:[::lli[ぶ II雛現賭:詭獣浙 島
作 成

勤務医の過重労働軽減のため、「交代勤務tl」 を導入し、
勤務環境の改善を図る。(代替医師の雇用開金など)

隔轟商IME語轟百瓢ほ預断
~~~~~]

勤務医の過菫労働軽減のため、「短時間正規雇用」を導入
し、勤務環境の改善を図る。(代替医師の雇用闘金)

産科後期研修医手当)

1休日董L曇 医壼豊関支援事業〈医政局)コ

勤務医の負担軽減のための対策を
とる病院の評価

1天轟 事亜扁F‐T~1: ¬
ハイリス

ヽ

‐

‐

‐

‐

‥

′
ヽ

′

ｌ

ｌ

ｌ

ｔ

　

ｒ

T島吾轟高品轟羅    ~~~~~~、
産科医の処遇を改善し、その確保を図る。(分娩取扱手当、 勤 務 医の  I

鶴 智 型警 弘響 、

`q型
岬ヽ ゑ。≦艶 轡 E響2

給与  1
1
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、

1女性医師支農センター事桑(饉政高) |

女性医師バンク事業等の実施により、女性医師の離職防止、
再就業支援を図る。(事業経費など)

1病院内保育所運営事業〈医政局) IIIョ   
女
些履
師

保青所運営の支援を行い、女性医療従事者の離職防止、
・
、再就業支援を図る。(保育士の人件費なり _“ _“ _… ___′

f温轟島品轟轟曇話「
rT百

語慕
~曇

懇壷燕 鷺ヽ岬…・…――――…r… |… T JrJI「

蹄雛胤編予 |

医師事務作業補助者を設置・充実させ、医師の業務負担の 業補助者の

軽減を図る。(研修受講中の代替職員の賃金)        配置

0「診断書、診療録・処方せんの記載の補助」「主治医意見書の記載の補助」「診察名検査等の予約オーダリングシステ
ム入力や電子カルテの入力の代行」について、業務分担を行つたことによる業務負担軽減の効果を尋ねたところ、いずれ
も7096以上の医師が効果があつたと回答した。
O医師事務作業補助者の配置が多い医療機関の医師ほど、効果があったとの回答が多くみられた。

当直鴫けは
参加しない

当直あるし
手術なし
25%

′1産師il面霧毒薫夫促蓋撃桑(だ顔島) ~

] : ::



1      医師

=警

作業補助
煮?雫耳摯

況      |
O医師事務作業補助体制加算の届出のある施設における医師事務作業補助者数は平均100
床あたり1.9人であつた。
0100床当たり4人までの配置をとる施設が多かつたが、診療報酬上評価のある100床当た
り4人を超えて配置する医療機関も見られた。

医師事務作業補助体制加算算定医療機関における医師事務作業補助者数

市立市民病院における勤務
担軽減策の取組み状況

横須賀市立市民病院の概要

病床数 :482病 床
届出入院料 :一般病棟入院基本料

亜急性期入院医療管理料 1

主な届出入院基本料等加算 :

・入院時医学管理加算
・医師事務作業補助体制加算
・超急性期脳卒中加算
・ハイリスク妊娠管理加算
・ハイリスク分娩管理加算  等

平均在院日数 :14・ 77日 (DPC調査 )

救急搬送件数 :526件

全身麻酔件数 :470件

箱
顧目

療
機
関
数

一般冑床ユ∞床当たり層鰤事務作彙補助者敷

17

(平成20年度 検証部会調査「病院勤務医の負担軽減の実態調査」より作成

医師事務作業補助者の配置状況

O医師事務作業補助体制加算の届出のある施設における医師事務作業1人当たりの医師数
は平均11.7人であつた。

医師事務作業補助体制加算算定施設補助者1人当たり医師数 (N=298)

789101l1213A415161713192● 212223242526272329303132333435360フ

医師事務作彙補助●■A当たり磨鰤餞
18

(平成20年度 検証部会調査「病院勤務医の負担軽減の実態調査」より作成

平均11.7人 に1人 の配置



1.勤務医1人 1人の勤務状況の把握について
。医師個人が時間外労働時間を記録し、部科長が月単位で確認。
・

壽膏采曇寒I瑠輩評緊畠屁
棟勤和 ま鮎 漁 外来勤糊 ま医事課カサ 画を作成L

。事務方で過度の時間外勤務や当直を確認した場合、安全衛生委員会へ報告。

競覆薇薇ごそ卜葛覇霧萩

"お

所
…………………………………………‐

1

1:藝   J奢劣場週u、
|

2.勤務医から業務負担等に関する要望等を吸い上げる仕組みについて
・診療部科長会 :月 1回、事務局と診療科長以上が参加
・医局会 :月 1回、診療科長以下の職員が参加
・病院長による個人面談:年2回、基本的に診療科長以上の医師を対象
・医師から要望が出された場合、関連のある事務局が調整に入り対応。
・医師とコメディ加 レ

傭 L魚 島 霊 里
離 L距 し

・
■ 咀 ‐

― ……
1

[_」押り■墜興岬興L斐■塑里里IⅢ埜壺受奏■豊蔓2塞些_1

勤務医の負担軽減計画の策定について

1.医師・看護師等の役割分担
・横須賀市事務分掌規則による病院職員の役割分担明確化
・役害1分担の計画及び状況を作成 (男1紙 )

2.医師事務作業補助                          |
・放射線科における医師の音声入力に基づく読影レポートの作成       |
・診断書等作成補助、カルテ準備、患者への連絡等の補助業務        |
・救急医療情報システムの情報更新等                   '

3.短時間正規雇用医師の活用                、
短時間正規雇用医師・非常勤医師の外来診療、当直等への活用

4.地域の他の医療機関との連携体制
・地域医療連携室の設置 (平成12年 )

・横須賀市立市民病院利用医師登録制度 (平成16年 ):県内二次医療圏の医療機
関の医師との連携、かかりつけ医等の支援
・地域医療支援病院の認定 (平成18年 )

5.外来縮小の取組み
`初診の選定療養費の増額
・初診患者の診療を主目的としていた外来を縮小

23

1.計画策定体制
医事課職員が中心となり、関係部署(医師、看護師等)と協議しながら策定。

2.策定にあたり行つたこと

勤務医に対するアンケート調査 .

現在の事務作業で事務職員が実施できると思われ
る業務はありますか? 実施できると思われる業務区分は?

その他

●4A虚 サーベイランス事彙に係る入力

散急饉薇情報システム●への入力作彙

E椰の機青や臨床研修の

カンファレンスのための準●作業

院肉がん0鰈等の織計・口壼

鰺薇に関するデータ整壇

お療鰈(l口示)等の代4T入 力

文●作威細助業務

0  2  4  6

:盟臨 聾酷 ¨ 、瑚 翻 錮 綸絆
ヽ
モ補助業務の洗い出しを行い、医師事務作業補助者を増員することで、更なる医師

こ係る予約入力については地域医療連携室の職員が行つている。

、特に問題がない場合においては、原則として看護助手が行うこととして

ゃる。ただし、助手の不在時は医師・看饉職員等が行うこともあるため、看EE助手を増
するなどの対応を検討する。

求事務については、医事屎にて行つている。医師によるレセプト点検業務は、点検シ
ムを豊入し、チエック部分のみを確認することで負担軽減を図つている。

こついては、病棟クラークを配置(委託)し 、

奎実施部門の受付・事務担当職員が案内している。

案内とは別に「入院案内」を設置し、事務職員

崎富謝オ
酬朧砲lf諄識

;謝
撃鳥尋ち婁√盤諄



状況及び計□

力産師の積極的な活用 ‖壼評脈1£晃髪認L讃集『
‰ 曇能魔研議√響隕 しており、今雄、

二師綺 EE師等の医療関係撃との役割分担

E猥師による薬剤投与量の調節
トーダリングによる医師の指示(対症指示)に沿つて看餞師が判断し、施行している。
り断が困難な場合は、医師へ連絡し再度指示を仰いている。

「臓師による静脈注射及び留置針によるルート確保
ヨ本看BI協会の指針に基づき作成した院内指針により2007年から実施している。技
術訓線について、新人に対して集合敦育を行い、その後はOJTで行っている。

[饉師による診療の優先順位の決定〈救急等)
吹急外来について、各勤務帯における専任■81師のリーダーがトリアージの役割を
旦つている。現在、トリアージの基準を明確にすべく、検討中である。

「 饉師による入院中の療養生活に関する対応
E師の指示に沿つた看護ケアについては、「チームケアシート」にBH押され、それに
合つて各自又はチームで情報共有を行い、実施している。

'31師

による患者・家族への説明 寺殊外来においては、専任の看護師が指導・相談に対応している。在宅酸素、スト
イ外来、精尿病内科(柏尿病認定看護師)、 腎臓内科(透析認定看饉師)など

●床検査技師による採血、検査説明
E霞酷減語l宅よ計

で実施する採血業務の一部を、看護師に代わって臨床検

l師 による薬剤管理

日凛 りの彙剤 の仕 厚雷埋 玉璽壼塑Iが行つている。

キシング 売がん剤のみ薬剤師が行つている。今後は、lVHな ど菓剤師によるミキシングの範囲
L拡大する予定である。

て楽剤師が行つている。

臼床工学技士による医療機器の管理 E療機器安全対策要領を定め、臨床工学校士による管理が行われている。25

役割分担の計画及び状況

済生会栗橋病院における
医師事務作業補助者導入の取組と効果

医療秘書の体制と業務導入後の課題

8蟹繁留Яふ滉髭轟亀晶易
性により他職種に求める業務が異なる。各職種、診療科

O医 療クラークにまかせる業務内容は、臨床のニーズに応じて、ある程度柔軟に対
応する必要がある。

O医 師の業務負担を軽減するためには、医師と看護師間だけでなく、専門職全体で
の業務分担が必要となる。そのためには、専門職種内・間での綿密な打ち合わせや
ルール作成、研修等とともに、事務部門による調整が重要。実施までには2年程度の
期間がかかる。

O外 来縮小を進めた場合、地域の医療機関との連携体制が確立されていない場
合、確実に収入が減少する等(勤務医負担軽減を進めることでのデメリットも考慮す
る必要がある。

O職 員数の管理は全て、市議会を通す必要があり、対応することが簡単ではない。

外来診療補助 (7名 )

入院書類作成
検査・入院説明
逆紹介などの紹介状作成
カルテ振り分け

文書作成補助(2名 )

各種保険入院証明書
介護保険意見書
傷病手当金
生活保護

外科〔2名 )

泌尿器〔科1名 )

診察介助

紹介状・報告書等入力

紹介用資料準備
手動 ンファ資料準備
手術台帳入力

合併症台帳入力
予約カルテ準備
外来予約日調整
手術日調整
入院計画書・予約表。

手術申込書口承諾書作成

内科 (3名 )

カルテ振り分け
かかりつけ医紹介補足説明
紹介状作成

大腸内視鏡検査説明
心カテ・ペースメーカパス

糖尿病入院予約
TBLB入院予約
SAS外来準備
レントゲン貸し出し

小児科 (1名 )

診察準備・介助
入院計画書作成
オーダーヘの入力補助
紹介状・返信作成
入院セット作成
その他印刷物の準備



時間外や休日に書類を作成したので時間外
労働時間も減り、業務が楽になった

煩雑な外来業務が省けて楽になった        15

その他の良い影響摯が認められた

医療秘書とは係わつていないのでわからない

良い影響も悪い影響もない、かえって煩雑に

なった

||116

12

0

0
(人)40

障 二 ″ 卜・:4″ 日 ヨ
ー

′ ヽ :″ヽ V´ 口 :]四

―常勤医無記名アンケート調査よリー 時間外手当の推移

診断書出来上がり平均日数

Ⅲ医療に専念できる、書類作成のストレス解消、
テームで働いている実感、暇になった、
早く患者に書類を波せる、台帳業務をやつてもらえる

医師時間外労働時間の推移

(常勤医45名 中39名 から回答)

29

書導入

1000

1500

1400

19(4-9月 )

日 16

14

12

10

8

6

4

2

0

50

常

勤

医
師

人
数

４９

４８

４７

４６

45

(万円 )

７００

　

　

　

６００

　

　

　

５００

月
平
均
時
間
外
手
当
（
計
）

400

(人 )

19(4-9月 )

医療秘書導入

ヾヾヾヾヾ ヾ゛ヾヾヾヾ ヾヾヾヾヾヾ



藤沢市民病院における
交代制勤務の取組み

病院概要

0湘南東部医療圏における地域中核病院
・

器候警闊
点病院、地域がん診療連携拠点病院、救

・ 病床数:536床
0ハイリスク分娩管理加算算定
。救急外来約3万人/年、救急車20.6台/日

・ 小児救急外来約1万 5千人 (うち夜間約1万 3千人)

【交替制勤務導入経緯】
。2000年救急医療を担う地域医療支援病院となり、
小児科においても24時間救急を行うこととなった。

・ 2002年より小児科において交替制勤務を導入。
・ 2007年より救命救急科においても交替制勤務を導入

勤務体制

交代制勤務

O救急外来に専念でき、時間外診療であつても
十分な医療を提供できる。

O医師の精神的、身体的負担が軽減。

0医師の集中力が維持され、事故防止に繋が
る。

O患者に対する接遇が改善。

○外来、入院の一般診療における担当医が入
れ替わるため、継続的な診療が困難。

O昼間の臓器別専門外来との両立が困難。

O体力、年齢、疾病、妊娠、家族の状況により
夜間勤務が制限される。

O(夜勤を通常業務と評価するため、当直料は
なく)収入が減少する。

【交替制勤務に対する意見】
交代制勤務で楽になつた。 シフト勤務が続くと飽きる。
週末に全く勤務がない機会は極めて少ない。など

小児科医師13名 (一般小児科7名 、NiCU4名、交替制勤務2名 )

夜間小児救急外来患者数 約13′ 000人

【交替制勤務】

・ 曜日交代でlヶ月2名 が夜間外来に専念

・ 原則、昼間の一般外来、病棟受け持ちは免除
0 週3回の夜勤勤務(16:30～ 翌9:00)

交代勤務医A月・水・金  交代勤務医B火・木・日

B A B A B

土曜。日曜の昼、金曜夜は別の医師(C,D,E)が 担当

【延長勤務】

準夜帯の応援医師1名 が22時まで勤務(翌日全体または半休)

【NICU】

NICUに別途当直医1名配置。NiCU当直は通常勤務後そのまま当直業務を行い、翌
日も通常勤務。                           '1
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